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「無原罪の宿り」の視覚化―図像と神学の関係と機能をめぐって―

はじめに

　「無原罪の宿り」（Immaculata Conceptio）には (1)、
教えをめぐるフランシスコ会とドミニコ会（以下、
両修道会）の議論および神学論争というコンテクス
トのもと、図像が神学との補完関係を保ちながら教
義としての発展に寄与していった歴史がある。「無
原罪の宿り」とは、民衆の生活の中に根ざし伝承さ
れた、マリアが原罪なしに母の胎に宿ったという教
えである。そもそも、人々は日常生活の中で自然に

「マリアは全く罪をもたなかった」と信じていたの
であり、神学や胎生学に基づいた議論は、その信心
の形成に影響を与えるものではなかった。しかし、

マリア崇敬の広がりとともに、神の母であるマリア
が原罪をもったか否かが問われると、聖書に記述が
認められない「無原罪の宿り」には、根拠としての
神学が大きく関わってくる。
　「無原罪の宿り」の議論は、12 月 8 日のマリアの
お宿りの祝日の存在をめぐり、両修道会が異なる立
場を示したことに端を発する。一方、議論と並行し
て、両修道会の祝日の典礼本にはテキストとともに
図像が描かれるようになる。正式な教えではなかっ
た「無原罪の宿り」は定まった図像をもたなかった
ため、一義的図像の成立以前においては (2)、他主
題が援用され多様に表現された。そして、「無原罪
の宿り」の一義的図像が初めて制作された 15 世紀
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後半とは、両修道会の議論が最も激しく展開された
時期にあたる。
　そもそも、なぜ既に社会に深く浸透していた「無
原罪の宿り」の教えを視覚化する必要があったのだ
ろうか、また、「無原罪の宿り」の一義的図像は何
を目的として制作されたのだろうか。
　本稿は、以上の二つの問題を考察の柱とし、「無
原罪の宿り」の教義史における図像と神学の関係と
機能について論じる。更に、図像が個人の祈りに留
まらず芸術的価値をもつものになると、本来図像が
担うべき機能と役割に変化が認められるようになる
ことを確認する。

１　中世の霊性とシンボル思考

　宗教において図像やイメージが教育的効果をもた
らしてきたことは、広く認められている事実である。
その意義は、6 世紀末の「図像は読むことができな
い人々にとって文章の代わりをする」との教皇グレ
ゴリウス 1 世（在位 590-604）のことばに確認され
る (3)。
　中世の精神は、目に見える事物をよりどころとし
て意味を読みとり、ことばでは言いあらわせない存
在に祈りを捧げ、常に新たな形象を造り出した (4)。
プリミティヴな精神は、事物であれ概念であれ、全
てを天に投影した。すなわち、シンボル思考が想像
力を高める働きをもつことと切り離し得ぬ関係に
たっていたのである。例えば、サン・ドニ修道院長
シュジェール（Suger, 1081-1151）は、僧院玄関上
に彫られた浮き彫りについて次のように記している。

　　金色に輝くこの門は、まことの光がいかに世に　
　　在るかを告げる。
　　濁った魂は、形あるものを経て真実の高みに向　
　　かう。
　　形に宿るまことの光を見るときこそ、魂は濁り  
　　に潜むことをやめ、高みへと導かれる。(5)

　また、両修道会の説教においては実際にシンボル
やイメージが用いられた。左胸にイエスの名を刻ん
だハインリヒ・ゾイゼ（Heinrich Seuse, 1295/1300-
1366）、説教の際に青地に金色の文字を記した板を
掲げたシエナのベルナルディーノ（Bernardino da 
Siena, 1380-1444）は、自らの敬虔な心の表れを視

覚化した。
　ところで、中世の人々のシンボル思考について
は、ホイジンガが『中世の秋』の中で、日常生活と
宗教を結びつけようとする思考のあり方とそこに介
在するイメージと象徴について取り上げ、説明して
いる。
　論述によれば、中世においてはイメージの一つ一
つが全体を包括する象徴主義の巨大な思想体系のう
ちにはめこまれ、いかなる事物もその意味は、存在
の糸をたどればかならず彼岸の世界につながると考
えられていた (6)。事物すべてを神のうちに見、す
べてを神に帰せしめるとき、人々はごくありきたり
の事柄のうちにも優れた意味の表れをよみとる。
従って、中世のシンボル思考は実念論と結ばれ、プ
リミティヴな思考様式そのものであった。また、そ
れは広く文化一般に固有の傾向であり、何かを想像
し考え、その結果得たものを芸術に、日常生活に、
道徳に表現していく人々の精神を強く規制していた
(7)。
　象徴とは、因果論の立場からみるならば思考の短
絡現象ともいうべきものである。事物間の関連をさ
ぐるのに、相互間に隠されている因果関係を辿るこ
となく突然飛躍してその関連を見出す。しかも、そ
れは原因と結果ではなく、意味と目的の関連であ
る。二つの事物が何かしら似ているという連想が、
直ちに本質的、神秘的関連という観念に転化し、固
有性の共有を理由に二つの事柄を象徴的に同一視す
る。これを可能とするのは、二項をつなぐ共通特性
が、双方が共有する本質を含んでいる場合に限られ
る (8)。すなわち、問題となるのはその関係であり、
二つの実質的に違うものの間にある潜在力なのであ
る。
　確かに宗教芸術におけるイメージ使用は、スコラ
哲学の中でも正当化されている (9)。例えば、トマ
ス・アクィナス（Thomas Aquinas, 1224/25-74）
は聖書におけるイメージの使用について分析し、論
じ て い る (10)。 ま た、 パ リ 大 学 の ジ ェ ル ソ ン

（Johannes Gerson, 1363-1429）は、「我々は、可視
的なものから不可視のものへ、肉体的なものから精
神的なものへと心の中で超えることを学ぶべきであ
り、これがイメージの目的である」と述べている
(11)。神学は教育的機能としての図像の存在意義を
みとめ、一方で、本来の図像の役割から逸脱させな
がら効果的に利用していったといえる。全てがキリ
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スト教に覆われていた西欧中世社会において、象徴
は豊かなイメージ群を創り出した。更に、図像芸術
はこれを表現し、魂の深奥の直感がことばに表し得
ないものの認識へと高く思想することを可能にする
余地を残した (12)。
　ホイジンガによれば、中世において芸術はある社
会的機能を果たしており、芸術作品制作の動機はそ
のテーマと目的にあった。テーマにおいては何がし
かの生活形式に役立つかどうかが問題であり、目的
は実際的な性格のものであった。例えば、祭壇画は
会衆の神観想の炎を燃え立たしめ、一方で、寄進し
た者を記念する目的を担うものとされた (13)。寄進
者は祭壇画の前景に自身の姿を描き込ませ、敬虔な
心を表わし祈念した。

２　「無原罪の宿り」と神学

２－１　神学の介入と論争について
　「無原罪の宿り」の問題は、東方教会を起源とす
るアンナ懐胎の祝日が西方に継承されたことに由来
する。原罪が大きな問題となる西方では、アダムの
子孫と神の母という二律背反的な問題から、マリア
のお宿りの祝日を祝うべきか否かの問題に発展した。
　多くの教父や神学者は、祝日とは聖なるものを祝
うべきであるとの理由からこの祝日の存在を否定し
た。更に、「無原罪の宿り」の教えに神学が介入し、
原罪と恩寵の関係が持ち出されると、議論の中心は
祝日の問題からマリアの「聖化」（sanctificatio）の
時期に移された (14)。スコラ全盛期において、多く
の神学者はトマスに代表されるように、「キリスト
は全人類の贖い主である」という普遍的な理由によ
り、たとえ神の母であれ人間であるマリアは原罪を
もったと考えた。マリアは母胎内で「聖化」され、
誕生時には原罪をもたなかったとのトマスの解釈を
ドミニコ会は正式に認め、「無原罪の宿り」に反対
の立場をとった。一方、「無原罪の宿り」が広く信
じられていたと考えられるフランシスコ会内でも
(15)、ヘールズのアレクサンデル（Alexandri de 
Hales, c.1185-1245）やボナヴェントゥラ（Bonaven-
turae Bagnoregis, -1274）などの神学者は、マリア
は原罪をもったという見解を示した。しかし、14
世紀初頭、フランシスコ会のヨハネス・ドゥンス・
ス コ ト ゥ ス（Johannes Duns Scotus, 1265/66-
1308）が、それまで多くの神学者が「無原罪の宿り」

を否定する根拠とした「キリストは全人類の贖い主
である」ことに逆に基づき、「無原罪の宿り」の可
能性を導くと、教義史は大きな転換点を迎える。
　スコトゥスの論証は、他の人間と同様に、キリス
トの贖いによりマリアの無原罪懐胎がなされる可能
性を論じるものである。スコトゥスは原罪からの清
めを意味する「聖化」という考え方を用いず、キリ
ストは原罪を取り去るのではなく、マリアが原罪を
もつことのないように、あらかじめ原罪から保護す
るという新たな見解を示した。また、それは神には
可能であり、神の母となるマリアに帰するにふさわ
しいと考えるものであった (16)。フランシスコ会は
スコトゥスの理論を擁護し、スコトゥス派や説教活
動を中心に教えの布教に努めた。スコトゥスの理論
は、マリアの存在は創造の初めからあらかじめ計画
されていたと解釈され、「予定説」として認識され
ていった (17)。
　しかし、スコトゥスの論証をもってしても両修道
会は妥協点を見出すことなく、議論は継続する。特
に 15 世紀後半以降、議論は激化し論争へと発展す
るが、その伏線となったのは、個人的に「無原罪の
宿り」の信心をもつフランシスコ会出身のフランシ
スコ・デラ・ローヴェレの教皇登位（シクストゥス
4 世 在位 1471-1484）であった。
　シクストゥス 4 世は 1477 年（教皇庁記載年は
1476 年）の教書『クム・プラエエクセセルサ』（Cum 
praeexcelsa）により、12 月 8 日の「無原罪の宿り」
の祝日を公認した。また、レオナルド・デ・ノガロ
リス（Leonardo de Nogarolis）の祈りを採用、ス
コトゥスの意見に自由に従うことを認めた。この教
書は、教皇によるマリアの無原罪懐胎を支持する最
初の公的決議である。更に、1480 年にはベルナル
ディーノ・ディ・ブスティ（Bernardino de Busti）
の聖務日課とミサを追認するが、これら一連の教皇
の行動は論争の激化を招いた。そのためシクストゥ
ス 4 世は、1483 年に教皇令『グラベ・ニミス』

（Grabe nimis）により、終生処女マリアのお宿りの
祝日を公に祝うことと特別な聖務日課をさだめ、ス
コトゥスの意見を公認、この教えを述べる者を異端
として破門とすることを禁じた。しかし、両修道会
の論争は、16 世紀半ばのトリエント公会議におい
て「原罪についての教令」が出されるまで収拾がつ
かなかった (18)。「無原罪の宿り」に限定すれば、
結果的にドミニコ会はフランシスコ会に敗れたが、
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トマスをはじめドミニコ会がマリア崇敬に篤かった
事実は敢えて指摘しておきたい。

２－２　「無原罪の宿り」の祝日の2つの祈り
　1477 年以前において、マリアのお宿りの祝日に
は「無原罪の宿り」としての特別な聖務日課やミサ
は存在しなかった。そのため、祝日の典礼は 9 月 8
日のマリア誕生の祝日に準ずるものであった (19)。
　従って、シクストゥス 4 世により 1477 年に公認
されたノガロリスの祈りは、「無原罪の宿り」の祝
日の祈りとして公にされた初めてのものであった。
テキストは『シラ書』　24 章を基本に構成され、一
部はシクストゥス 4 世自身が記したとも伝えられ
ている (20)。
　知恵文学の一つに含められる『シラ書』（もしく
は『ベン・シラの書』）は、教会ではエクレシアス
ティクス（Ecclesiasticus）、『集会の書』とよばれて
いる (21)。本書は旧約聖書外典または第 2 正典の一
つに数えられ、ユダヤ教およびプロテスタントにお
いては正典のうちに数えられないが、カトリックは
トリエント公会議において正式に正典と認めてい
る。マリアの処女性を暗示する典拠は基本的に『イ
ザヤ書』や『雅歌』などに求められるが、いずれも

「無原罪の宿り」を限定するものではなかった。し
かし、『シラ書』は「無原罪の宿り」の含みをもつ
ものとして受け入れられていた。
　『シラ書』が最初にマリアの無原罪性と関係づけ
られたのは 9 世紀であり、アリウス派への勝利とい
う含みの中であったと伝えられる (22)。
　一方、フランシスコ会が「無原罪の宿り」の典拠
として『シラ書』を最初に採用したのは、フランシ
スコ会のレクトールを務めたスコトゥス派のペトル
ス・トーメ（Petrus Thomae）である。そのトーメ
が手本としたのは、フランシスコ会士ペトルス・ア
ウレオリ（Petrus Aureoli）の『懐胎についての詠
唱』（Tractus de conceptione）（1315 年）であった。
アウレオリはスコトゥスの論証を誇張し、腐敗しな
い肉体は腐敗しない魂を前提にしており、もし処女
が汚れをもっていたならば、処女によって表される
教会も汚れていると唱えた。また、アウレオリは「無
原罪の宿り」を結果としての「聖母被昇天」から容
認しているが (23)、この主張はその後のマリア図像
の発展に大きく影響を及ぼしていったと思われる。
1320 年、トーメは、マリアは全ての被造物の中で

最初に創られるという特権を与えられ、神の創造物
の中で「最初に生み出されたもの」であるとした。
加えて、もし処女が原初の正義をもたなければ、す
なわち神の恩寵に満たされていなければ (24)、『シ
ラ書』のテキストが教会で読まれることはないと論
じた (25)。トーメの考察は、1387 年、ソルボンヌで
の処女についてのドミニコ会士との論争において採
用され、その後 1439 年のバーゼル公会議において

「無原罪の宿り」の公認に向けて意見を述べた、ト
レド大司教ジョン・セゴヴィア（Juan de Segovia）
のテキストに引用された。この公会議において、「無
原罪の宿り」は承認に向けての同意を得たものの、
公会議自体の問題により公認には至らなかった。そ
のため、フランシスコ会は公会議後も引き続き討議
を重ねるが、その場には、後のシクストゥス 4 世と
なるフランシスコ・デラ・ローヴェレが参加してい
た (26)。その事実は、「無原罪の宿り」の祝日の祈
りに『シラ書』　24 章を根拠としたセゴヴィアのテ
キストが引用された理由を説明するものであろう
(27)。このような経緯を辿り、『シラ書』は「無原罪
の宿り」と結びつくものとして認められていく。注
目すべくは、哲学的理論という後ろ盾を得たフラン
シスコ会が、それでもやはり聖書のことばに典拠を
探したという点にあろう。
　また、1480 年に追認されたブスティの「無原罪
の宿り」の聖務日課とミサには、エアドメルス

（Eadmerus Cantuariensis, c.1060-1128）の論文の
一部が引用されている (28)。エアドメルスの論文『聖
母マリアのお宿りについて』（De Conceptione sanc-
tae Mariae）は、「無原罪の宿り」の祝日再開のた
め 1125 年頃執筆されたものである (29)。しかし、
この論文は当時カンタベリーのアンセルムス

（Anselmus Cantuarensis, 1033/34-1109）の著作と
して流布していたため (30)、おそらくスコトゥスも
シクストゥス 4 世もアンセルムスの著作として認
識していたはずである。神はマリアを神の母として
ふさわしいようにはじめから計画していたと論じる
内容は、すでに 13 世紀にはマリア誕生の祝日の祈
りにも引用されていた (31)。
　一方、1477 年以降はドミニコ会も 12 月 8 日の典
礼に『シラ書』を採用したという事実は指摘してお
かなければならないであろう。しかし、そのテキス
トはマリアの非無原罪性を示す「聖化」が強調され、
創造の初めに原罪から保護されていたのはマリアの
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魂のみであり、肉体は「聖化」により誕生前に母胎
内で清められたと説明された (32)。このような状況
を可能としたのは、15 世紀後半において「無原罪
の宿り」は正式な教えとされるには至っていなかっ
たためである。従って、「無原罪の宿り」の祝日と
祈りの存在が両修道会の議論を激化させる原因と
なった背景からは、シククトゥス 4 世の教えの公認
に向けての行動が、何らかの形で図像に影響を及ぼ
したのではないかとの推察が十分成立しうるものと
思われる。

３　「無原罪の宿り」の祝日の祈りと図像

３－１　一義的図像の成立以前
　先述のように、シクストゥス 4 世により「無原罪
の宿り」の祝日の祈りが定められるまでは、マリア
誕生の祝日とマリアのお宿りの祝日の典礼は同じも
のが使われていた。この事実は、同じことばから違
う解釈とイメージが生まれる可能性を示唆してい
る。先行研究に従えば、1477 年頃にルッカで初め
て「無原罪の宿り」に祭壇画が奉献され、それ以前
において「無原罪の宿り」を主題とする図像の存在
は確認されていない (33)。祭壇画が出現した時期が

「無原罪の宿り」についての最初の公的決議がなさ
れた年と一致することは、おそらく偶然ではないで
あろう。
　一義的図像の成立以前においては、「無原罪の宿
り」は他の様々な主題を援用して描かれた。また、

『ヤコブ原福音書』を典拠として、「ヨアキムとアン
ナの金門の出会い」や「マリアの誕生」など複数の
題材の組み合わせによりナラティヴに視覚化され
た。特に、マリアのお宿りの祝日の典礼本図像には、
マリア懐胎における母アンナの身体が強調された。
あくまでも「無原罪の宿り」を否定しアンナの母胎
内での「聖化」を主張するドミニコ会は、マリアの
非無原罪性の視覚化に苦慮しながらも、アンナの子
宮内のマリアを描くことで「聖化」の時期を特定し、
視覚化させようと試みた。最初にマリアのお宿りの
祝日の典礼本図像にアンナを登場させたのは、ドミ
ニコ会であったと考えられることからも (34)、図像
のもつ教育的機能を最大限に利用していたのは、む
しろドミニコ会であったのかもしれない。一方、フ
ランシスコ会はドミニコ会と類似した構図を用いな
がら、栄光につつまれたアンナと母胎内のマリアを

描くことで、「無原罪の宿り」を表現し対抗していっ
た。そして、いずれの場合にも、図像にはそれぞれ
の解釈を伝えるためのテキストが必ず併置されてい
た。

３－２　カルロ・クリヴェッリ作《無原罪の宿り》
　1492 年、マルケ州ペルゴラにおいて「無原罪の
宿り」を主題とする図像がフランシスコ会聖堂内に
制作された。現在、ロンドン・ナショナルギャラリー
所 蔵 の カ ル ロ・ ク リ ヴ ェ ッ リ（Carlo Crivelli,  
1430/35-1495）作《無原罪の宿り》（図 1）は、図
像的に後のティエポロ（Giovanni Battista Tiepolo, 
1696-1770）やムリーリョ（Bartolomé Esteban　
Perez Murillo, 1617- 1682）などへの橋渡しとして
重要な図像であると説明される (35)。
　本図像は複数のシンボルにより構成されており、
一見しただけでその意味を理解することは難しい。
中心縦軸上には 1 人立ち祈る女性、天上には地上を
見下ろす神の姿、その間には一羽の鳩と 2 人の天使
が捧げ持つ冠が描かれている。一方、横軸はラテン
語の銘文が記された天使の持つリボンで天上と地上
が分かたれている。図像の意味を理解する唯一の手
掛 か り で あ る UT INMENTE DEI AB INITIO 
CONCEPTA FUI ITA ET FACTA SUM（私が神
の精神のうちで、はじめの時から懐胎されていた、
そのように、私はなされた）は、『箴言』　8 章と『シ
ラ書』24 章に基づくものであり、この図像が「無
原罪の宿り」を意味することを説明している。ライ
トボーンは、本図像はスコトゥスの予定説に基づい
て制作されたと結論づけている。この予定説の表出
により、「無原罪の宿り」図像は他主題の援用やナ
ラティヴな表現から脱し、神の思惟の一瞬を描く図
像へと変化したと思われる。神の計画のうちにある
マリアは、天国ではないが地上でもない聖域にただ
一人存在しており、また、全ての人類に先立つ存在
であるため、図像にはキリストも恩寵の仲介者とし
ての聖人の姿も認められない。
　ライトボーンに従えば、15 世紀後半、特にマル
ケ州においては、立ち祈るマリア図像は「無原罪の
宿り」を表すものと考えられていた (36)。興味深い
のは、ほぼ時代を同じくして「聖母被昇天」のマリ
ア図像が坐像から立像に変化している点である。こ
こに、前章でたてた「無原罪の宿り」と「聖母被昇
天」を原因と結果と考えたアウレオリの意見がマリ
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ア図像の発展に影響を与えていたのではないかとい
う仮説が真実味を帯びてくるように思われる。
　同時に、《無原罪の宿り》が地方の小都市ペルゴ
ラで制作されるに至った理由を考えることは、図像
の制作目的を検討する上で重要な手掛かりを与える
ものと思われる。当時マルケ州は教皇領の一部であ
り、ペルゴラがシクストゥス 4 世の出身であるロー
ヴェレ家と深い繋がりをもっていた事実は考慮され
るべきであろう (37)。また、マルケ州では古くから
フランシスコ会の説教活動が盛んに行われており、
そのため神学的図像が成立しやすい環境にあったと
も考えられるであろう。当時、ペルゴラにはフラン
シスコ会の施設が配されていたという事実からも、
クリヴェッリの図像はフランシスコ会説教者らの神
学的助言に基づいて制作されたと考えるのが妥当で
あろうと思われる。
　因みに、本図像が制作された 1492 年は、シクス
トゥス 4 世による強硬な行動により、ドミニコ会の
反論が激化した時期と重なっている。そのため、正
式な教えではなかった「無原罪の宿り」図像は、敢
えてローマを避けて制作されたという推論も成り立
つのではないだろうか。
　以上を総括すれば、本図像が神学論争というコン
テクストのもと、「無原罪の宿り」の祝日と祈りお
よびスコトゥスの理論を公認したシクストゥス 4
世を称え、彼と縁の深い土地に「無原罪の宿り」の
勝利を掲げ、フランシスコ会のプロパガンダを目的
として制作された可能性は否定できないであろう
(38)。因みに、本稿は、この図像はスコトゥスの理
論を賛美するものとして制作されたと述べたチマ
レッリの意見に同意したい (39)。

３－３　ヴィンツェンツォ・フレディアーニ作
            《無原罪の宿り》
　1502 年、ルッカのサン・フランシスコ聖堂にお
いてヴィンツェンツォ・フレディアーニ（Vincenzo 
di Antonio Frediani）に注文された図像（図 2）は、
1480 年にシクストゥス 4 世により公認された祈り
の作者であるブスティの著作に依拠していると考え
られている (40)。近年の古文書調査により確認され
た契約書によれば、「無原罪の宿り」を主題とした
本祭壇画は、ルッカのサン・フランシスコ聖堂修道
院長および当時説教活動でルッカを訪れていたフラ
ンシスコ会厳格派の説教者により注文されている

(41)。契約書には金銭の受け渡し方法を含め、描く
べき人物の選定やモティーフなど詳細な条件が記さ
れている。まず、画面上部については、マリアが神
の前に跪き、神が笏でマリアに触れるという『エス
テル書』　4 章 11 に基づく構図が指示されている
(42)。『エステル書』の当該部分は、『サムエル記下』
11 章のバテシバとソロモンとともに「聖母戴冠」
を予表するものとして考えられてきた聖書箇所であ
る。実際にこの 3 つの主題が並列して表出されたタ
ペストリーの存在も認められており (43)、当時、こ
れらが同じ意味をもつものと認識されていたと理解
できる。因みに、13 世紀以降「聖母戴冠」は、死
に勝利するものは原罪を免れているとの考えから、

「無原罪の宿り」を意味するものと考えられていた
(44)。
　ここで、ドミニコ会がノガロリスの祈りの一部を

「聖化」とする内容に読み替えたテキストに添えら
れた挿絵が「聖母戴冠」図像であったという、先行
研究の指摘は考慮されるべきであろう (45)。「聖化」
を主張するために「聖母戴冠」図像を敢えて用いた
ドミニコ会の意図には、フランシスコ会への競合意
識が明らかに認められる。更に、ルッカのフランシ
スコ会が「聖母戴冠」ではなく『エステル書』とい
う聖書に典拠をもつ図像を用いた事実は、ドミニコ
会への対抗意識のあらわれとみなされても不自然で
はないであろう。
　一方、地上には、画面向かって左側にアンセルム
スとアウグスティヌス（Augustinus, 354-430）、右
側にダビデとソロモンが配される。中央に背を向け
て跪く人物は契約書上ではスコトゥスが指示されて
いるが、おそらく、当時スコトゥスが列聖されてい
なかったため、実際の図像はパドヴァのアントニウ
ス（Antonio di Padova, 1195-1231）に変更されて
いる (46)。図像は、スコトゥス（アントニウス）が
銘文を記した巻紙をもつ 4 人の議論を調定してい
るように思われる。先行研究によれば、この構図は、
1493 年に出版されたブスティのマリアに関する説
教を収めた書物『マリアーレ』（Mariale, sive Ser-
mones 63 de B.V. Maria）に記された「ミラノの小
さな奇跡」に依拠するものであり、また、それぞれ
の銘文にはシクストゥス 4 世が公認したブスティ
の祈りが引用されている (47)。因みにルッカでは、
これとほぼ同じ構図の図像がもう一つ、フランシス
コ・ フ ラ ン チ ャ（Francesco Francia/Francesco 
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Raibolini, c.1450-1517）により制作されている (48)。
　先行研究に従えば、本図像は「議論」というカテ
ゴリーに分類される (49)。「議論」は 16 世紀前半を
中心として、人物の選択にさまざまなヴァリエー
ションが加えられながら、北・中部イタリアを中心
に描かれた。因みに、本稿はアンセルムスとアウグ
スティヌスが選定されていることから推察して、複
数存在する「議論」図像の中でも、特に本図像がス
コトゥスの理論を忠実に表現していると考える。ス
コトゥスは、アンセルムスとアウグスティヌスの理
論の中に自ら論証して行く上での重要な手掛かりを
見出し、両者の見解を相互に強化補完し、統合を図
りながら「無原罪の宿り」の可能性を引き出してい
るからである (50)。
　一方、本図像がブスティの祈りに依拠していると
考えられる理由も、アンセルムスの存在に見出され
ると思われる。先述のように、ブスティの祈りはエ
アドメルスの論文を引用しているが、この論文は当
時、アンセルムスの著述であると考えられていたか
らである。「祝日を祝うことを拒むものは、真にマ
リアを愛する存在として私は認めない (51)」という
趣旨が記された巻紙からは、アンセルムスが「無原
罪の宿り」の祝日の存在を認め、推奨していると判
断できる。従って、この内容は本来のエアドメルス
の執筆動機からすれば正しく、また、本図像がブス
ティの祈りに依拠しているとの見方も否定できない
と思われる。しかし、実際には、アンセルムスは「無
原罪の宿り」に対して直接言及はしておらず、むし
ろ、著書においては、マリアの無原罪性を否定する
見解を示している (52)。従って、アンセルムスを「無
原罪の宿り」の祝日を認めるものとして位置づける
ことは、本来は正しくないのである。
　以上の考察から、本図像は、スコトゥスの理論の
正当性およびシクストゥス 4 世の定めた祈りの存
在の誇示、更に論争渦中におけるフランシスコ会の
勝利の視覚化とドミニコ会への対抗意識を目的とし
て制作されたことは疑い入れないであろう。また、
この見解を後押しするものとして、同時に制作され
たプレデッラ（図 3）の存在が認められる。現存す
る 2 枚のプレデッラの 1 枚には、ドミニコ会士と
フランシスコ会士が反目する様子が描かれている
(53)。

４　図像と神学―それぞれの機能

　以上、　「無原罪の宿り」の歴史空間は図像とこと
ばによって記録され、図像と神学は相互補完的役割
を保ちながら教えの発展に寄与したことを確認して
きた。最後にもう一度、図像と神学の機能について
総括的に考察し、それを通して冒頭に掲げた二つの
問いへの答えをもって、全体の結論としたい。
　「無原罪の宿り」の教義史において議論が視覚上
の競合となって現れたことは、何よりも、神学の側
が図像のもつ教育的役割を認めた結果に他ならな
い。そもそも、教理を認識するとは精神の力に余る
ことであり、教理は真理決定の力をもつ一階級の手
に握られていた (54)。中でも、特に「無原罪の宿り」
の教えは広く人々に共有されながらも、神学という
ごく限られた知識階級にのみ門戸の開かれた解釈が
混同されている。従って、「無原罪の宿り」におい
ては教えを覚えやすい仕方で掲げる必要があり、神
学は視覚化という中世の人々の思考形成に最も適っ
た方法で意味を伝える必要に迫られた。しかも、図
像を用いて「無原罪の宿り」を否定したドミニコ会
に対しては、フランシス会は必然的に図像を用いて
対抗したのであり、「無原罪の宿り」の教えを視覚
化せざるを得なかった理由はそこにあるのだろう。
　図像はその時代の状況に最もふさわしい解釈を示
す。ホイジンガが指摘したように、象徴は別の手段
では近づくことのできない相対的な実在を明るみに
出す機能をもつものであり (55)、イメージが精神生
活に必須な資であり、われわれはそれを決して根絶
やしにすることはできない (56)。
　
　　シンボルをあやつる想像力は、論理的に記述さ 
　　れた教義のテキストにメロディーを添える音楽 
　　のようなものである。この伴奏がなければテキ 
　　ストは堅苦しく、きくに堪えない。(57)

　一方で、視覚化のもつ危うさも懸念されている。
ホイジンガは日常において人々の信仰のゆるぎなさ
と直接性、親しみが風俗の中に根づいてしまうと危
険が生じ、故意に信仰を汚すことにもなりうると指
摘する (58)。ジェルソンも批判したように (59)、視
覚化は宗教図像の本来の役割と機能からかけ離れ、
正統な教えを歪め、異端的性格を含みうる場合もあ
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る。
　例えば、図像内に母アンナが描かれた事実は、行
き過ぎたアンナ崇敬を生みだした (60)。そのため、
1563 年のトリエント公会議において「聖画像につ
いての教令」が出されるに至ったように (61)、神学
や哲学に携わる者たちは常に世の動きを察知し、軌
道修正していく必要があった。事実、トマスは実際
的で瑣末とも思われる問題にまでも介入し、驚くほ
ど真剣に考え言及している。確かに、哲学その他の
学問は教理を思想へと高め、思考の形式を整える以
外の機能は持ち得なかったのかもしれない (62)。と
はいえ、図像を考察する上で、神学的解釈および哲
学的理論をおろそかにすることはできない。特に、
抽象的な概念が説明される場合、伝える側はモ
ティーフの組み合わせやコンテクストの違いにより
図像に様々な意味解釈を与えうる。そのため、受け
取る側は図像解釈を歪めないために、図像にもたさ
れた意味を正しく見極める必要がある。
　最後に、「無原罪の宿り」の一義的図像は何を目
的として制作されたのだろうか。前章において、フ
ランシスコ会のプロパガンダとして、また、教皇庁
の権威を誇示するものとして一義的図像が制作され
たと結論づけたように、純粋な宗教的動機以外のも
のがその動機の一部となっていることは認めざるを
得ない。15 世紀後半を起点として、「無原罪の宿り」
図像は本来の宗教図像がもつ教育的機能を後退させ
ながら、芸術の名のもとに価値あるものとして、ま
た、実際的な役割と機能をもたされながら完全に社
会的および政治的意図のもとに硬直していくように
思われる。ヘーゲルのことばを借りるならば、芸術
は既に、いかにしたら平信徒が神聖なものに与れる
か、そのための条件を決定し設定するという教会の
原理からはずれたところにあったのである (63)。
　われわれは、図像を通して時代を見、ことばを介
して時代を知り、双方からの考察を通して教義史全
体を眺める。それ故、図像は時代の様々な条件の複
合体として見られるべきであろう。
　図像を作り出すものに伝える役割がもたされてい
るように、観るものはそれを受けるにふさわしい態
度を養わなければならない。イメージや図像が祈り
のための補助的役割をもつものとして機能するため
にはいくつかの条件が前提となっている。そして、
その条件に適う者だけが真に聖なるものと向きあえ
るのであると、皮肉にも、「無原罪の宿り」図像は

われわれに教えているのである。
　本稿が取り扱ったのは、膨大な教義史のほんの一
部にすぎない。しかし、「無原罪の宿り」図像の変
遷は教義史そのものであると言えるのではないだろ
うか。

　　　　

　　　　（図 1）　カルロ・クリヴェッリ
≪無原罪の宿り≫ロンドン、ナショナルギャラリー

　　　　

　 （図 2）　ヴィンツェンツォ・フレディアーニ
 　≪無原罪の宿り≫ルッカ、グイニージ美術館
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　（図 3）　ヴィンツェンツォ・フレディアーニ
  ≪火の試練を通じて「無原罪の宿り」を擁護する
   フランシスコ会士≫ヴァティカン、絵画館

図版出典

　Lightbown, R., Carlo Crivelli, New Haven, 2004.
（図 1）
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Marsyas, 8 (1957-59).（図 2、3）

注

(1)　「 無 原 罪 の 宿 り 」 は、1854 年 12 月 8 日 の 大 勅 書

「Ineffabilis Deus」において、教皇ピウス 9 世（在位 1846-

1878）により正式な教義として宣言された。しかし、あ

くまでもカトリック教会に限定された教えであり、プロ

テスタント教会においては一般に否定されている。また、

東方諸教会は、マリアが終生処女であったということに

ついては認めているが、カトリック教会の定めた「無原

罪の宿り」は認めていない。

(2)　本稿において、一義的図像とは、他主題を援用するこ

となく「無原罪の宿り」という教義自体を表現した図像

を意味する。「無原罪の宿り」定義については、阿部善彦

氏との共著である「スコトゥス『命題集注解』解説」、『ロ
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er dieses Licht sieht, aus seinem früheren  Untergetauchtsein. 

Cf. Ulrich Schneider, “Zeiten und Bilder”, HEILIGE UND 

MENSCHEN Suermondt-Ludwig-Museum, Museen der Stadt 

Aachen, Tokyo, 1994, p.201. 田辺幹之助訳。
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